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第７７９回三沢市農業委員会総会議事録                             

 

１．開会の日時  令和３年１０月１２日（火）     午後１時３０分 

２．閉会の日時  令和３年１０月１２日（火）     午後２時００分  

３．開催の場所  三沢市役所 本館４階 大会議室 

 

４．出席した委員（番号 1から１４）及び推進委員（番号１５から２０）の氏名 

      ４ 川嶋 敏明     ５ 一戸 実      ６  門上 牧夫      

７  新堂 政登      ８ 千葉 準一    ９  中村 均        

１０  北澤 邦彦     １１ 浦田 秀人   １２  種市 廣        

１３ 宮古  久光     １４  古田  武信    １５ 赤沼 成人      

１７ 葛巻 広行   １９ 月舘 操        ２０ 駒澤 慎 

    

  

５．欠席した委員及び推進委員の氏名     

１ 佐々木 和枝    ２ 立崎 京子    ３  月館 啓三 

１６  沼山 英明     １８ 田面木 優 

 

 

 

６．会議の事務に従事した職員の職氏名 

   ○ 参  与・・・局  長  小島 一人 

次  長  山本 誠 

            係  長  小比類巻 浩 

 

○ 会議書記・・・主  事  熊野 健太 

 

７．議 案 

【議案第１号】農用地利用集積計画の作成に係る要請について 

【議案第２号】農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定について 

【議案第３号】農地法第 3条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

【議案第４号】農地転用許可申請に係る意見について 

【議案第５号】農地の現況照会に伴う農地・非農地の判定について 
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議事の概要 

 

事務局      ただ今より、令和３年１０月１日に招集通知をいたしました、三

沢市農業委員会、第７７９回総会を開会いたします。 

本日出席の委員数は全１２名で、３名の欠席となっておりますが、

三沢市農業委員会会議規則第８条第１項の規定する定員数には達し

ているので、本日の会議は成立いたしますことをご報告いたします。

なお欠席となるのは、１番 佐々木委員、２番 立崎委員、３番 月

館委員になります。また、推進委員につきましては、４名の出席で

沼山推進委員、田面木推進委員が欠席となっております。それでは、

お手元の次第に基づいて進めさせていただきます。始めに、新堂会

長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会 長     委員の皆様には御多忙のところ、第７７９回総会に御出席いただき

まして誠にありがとうございます。 

        １０月に入り全国の緊急事態宣言等も解除された中、暑い日もあり

ますが、めっきり涼しくなり、夜間から早朝は肌寒くなるなど、秋本

番といった気候になり、引き続くコロナ対策に加えインフルエンザ予

防にも気をつけるような季節となってきました。 

そのような中にあって、皆様すでにご存じのことと思いますが、県

の稲作農業の発展に顕著な業績を上げた団体等が表彰される今年度

の「田中稔賞」に、当委員会千葉会長職務代理者が代表理事を務める

「農事組合法人フラップあぐり北三沢」が決定いたしました。当市の

農業関係者にとって大変喜ばしいことであり、まずもって委員会を代

表してお祝い申し上げます。 

またこの功績に続いては、国において新たな首相及び内閣が決定し、

注目の農業政策につきましては「多様で豊かな農林水産業」の構築が

掲げられ、政策の積極的な取組みに期待をするところであります。 

委員の皆様を含め地域農業者の方々には、農畜産物生産者としての

立場からも、このような政策の動きにも注目しながら、地域農業の持

続発展につなげていただければと思っておりますので、今後ともご尽

力のほどよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶



3 

 

に代えさせていただきます。 

 

事務局     ありがとうございました。 

それでは三沢市農業委員会会議規則第５条の規定により、議長は会

長が務めることとなっておりますので、以降の議事の進行は新堂会長

にお願いいたします。 

 

会 長      それでは、議事の進行役として、しばらくの間、議長を務めさせて 

いただきます。 

 

議 長      議事録署名者を議長が指名することに、ご異議ございませんか。 

 

異  議  な  し 

  

議 長     ご異議なしと認め、４番 川嶋 敏明 君 ・１０番 北澤 邦彦 

君を指名いたします。 

参与・書記には、参事兼事務局長ほか職員を任命いたします。 

次に会期の決定を行います。  

お諮りいたします。総会の会期は本日一日限りとすることに、ご異議

ございませんか。 

          

異  議  な  し 

 

議 長      ご異議なしと認め、総会の会期は、本日一日限りと決定いたします。 

        議案審議に入る前に、報告事項がありますので参事兼事務局長から報

告願います。 

 

局 長     それでは、２ページをお開き願います。 

報告第１号のうち、初めに９月１１日から１０月１２日までに行い

ました主な業務についてご報告いたします。 

 １０月 ６日に、第７７９回総会の議案検討会を開催しておりま

す。 

本日、第７７９回総会を開催しております。 

次に、９月の事務処理状況についてご報告いたします。 

３条の３第１項、相続の届出は３件で、１万１,０３５平米でした。 

転用につきましては、５条の案件が３件の１，０４６平米でした。 

貸借の解約は３件で、１万８，８８３平米でした。 

内容につきましては、報告第２号で説明させていただきます。 
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ここまでの合計は９件で、３万９６４平米となっております。 

次に、利用権設定等促進事業の利用権設定が２件で、田が８，０４

１平米、畑が２，０１３平米でした。 

農地中間管理事業につきましては、10年設定が１２件で、田が５万

４，１５２平米、畑が１万３，３１５平米でした。 

現地調査につきましては１件で、内容につきましては、報告第３号

で説明させていただきます。 

続きまして、１０月１３日から１１月１０日までの主な業務計画に

ついてご説明いたします。 

１０月２１日に、令和３年度第２回上十三地区農業委員会連絡協議

会会長・事務局長会議が十和田市で予定され、会長と私が出席予定

です。 

 １０月２９日に、県農業会議の第６７回常設審議委員会が青森市 

で予定され、事務局より出席予定です。         

１１月 ５日に、第７８０回総会の議案検討会を予定しております。 

１１月１０日に、第７８０回総会を予定しております。 

 

次に、３ページをお開き願います。 

報告第２号 農地の貸借の解約に係る通知についてご説明いたし

ます。 

番号１は、字庭構の田１筆、９７平米で、貸借契約を解約し、道

路用地として買収の手続き行うものです。 

番号２は、字庭構の畑１筆、田２筆の合計５，８２０平米で、貸

借契約を解約し、贈与の手続き行うものです。 

番号３は、字戸崎の畑１筆、１万２，９６６平米で、賃貸借契約

を使用貸借に変更するために解約を行うものです。 

なお、解約前の契約内容は表に記載のとおりでございます。 

次に４ページをお開き願います。 

報告第３号 農地の現況調査についてご説明いたします。 

青森地方法務局十和田支局から照会がありました１件について、

現況調査を行っております。 

岡三沢四丁目の畑１筆で６平米、場所は桂温泉の東側になります。   

９月１０日に立崎委員、浦田委員、赤沼推進委員が調査を行った結

果、当該地は現在、隣接する住宅用地として使用されており、所有

者が測量した際、隣接者が境界を超えて建築したことが発覚したも

のの、悪意がなく建築後１５年以上経過していることから、現況回
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復命令はしない旨回答しております。 

次に５ページをお開き願います。 

報告第４号 和解の仲介の打ち切りについてご報告いたします。 

本年５月総会で報告しておりました、農地法第２５条第１項に基

づく本件につきましては、三回にわたる仲介委員会の他、書面等に

おける事情聴取や意向確認等を行い和解の仲介に努めて参りました

が、当事者間に相当と認められる内容で合意が成立する見込みがな

いとの判断に至り、今般、打ち切りを決定し、先月２９日に打切り

決定通知を発送し終了したものです。 

今後の状況等につきましては、情報収集等を行いたいと考えており

ます。 

私からの報告は以上でございます。 

 

議 長       それでは、これより議案の審議に入りますが、会議での発言は三

沢市農業委員会会議規則第９条第２項の規定により、議長の許可を

受けてから発言することになっておりますのでご協力願います。 

 

議 長        議案第１号、農用地利用集積計画の作成に係る要請について議題

とします。 

 

議 長      事務局より説明願います。 

 

事務局         それでは ６ ページをお開き願います。 

議案第１号、農用地利用集積計画の作成に係る要請について、ご説

明いたします。 

利用権設定の種類等は表のとおりであり、件数は３件です。 

利用権の設定について番号１、字淋代平の田１筆、２,７６４㎡、

賃貸借権を１０年間の新規設定です。場所は三沢市清掃センターか

ら南東約５００ｍに位置しています。 

番号２、字淋代平の田３筆、１１,３５４㎡、賃貸借権を令和５年

３月３１日までを契約期間とする新規設定です。 

場所は元大野牧場から西に約５００ｍに位置しています。 

番号３、字堀口の田 1筆、１,４６９㎡、賃貸借権を１０年間の新

規設定です。場所は堀口中学校から南に約１００ｍに位置していま

す。 

現地確認につきましては立崎委員、浦田委員、赤沼推進委員同行
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のもと、完了しています。 

以上です。 

 

議 長       それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

  

議 長      質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第１号は、原案のとお

り 三沢市長に対し要請いたします。 

 

 

議 長      次に、議案第２号農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の

決定について議題とします。 

番号１の審議にあたり、農業委員会等に関する法律第３１条第１

項の規定による 議事参与の制限に、８番千葉 準一君が該当しま

すので、審議が終了するまで一時退席願います。 

 

≪千葉委員一時退席≫ 

 

議 長      事務局より説明願います。 

 

事務局       それでは７ページをお開き願います。 

議案第２号、農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定

についてご説明いたします。 

番号１、字庭構の田１筆、３,４１５㎡を１０年間の賃貸借権設

定です。場所は、六川目集落から西に約１kmにあります。 

          以上です。 

 

議 長      これより質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長      質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第２号番号１は、原案

のとおり 三沢市長に対し 要請いたします。 
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議 長      審議が終了しましたので、８番 千葉 準一君の出席を認めます。 

 

≪千葉委員復帰≫ 

 

議 長      続いて番号２の審議に入ります。 

事務局より説明願います。 

 

事務局       番号２、字前平の田３筆、８,６９２㎡を１０年間の賃貸借権設

定です。場所は、前平集落から西に１００ｍほどにあります。 

          以上です。 

 

議 長        これより質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長       質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第２号、番号２は 

原案のとおり決定し、三沢市長に対し報告いたします。 

 

議 長        続いて番号３の審議にあたり、農業委員会等に関する法律 第３

１条 第１項の規定による 議事参与の制限に、１２番 古田 武

信 君が該当しますので、審議が終了するまで 一時退席願います。 

 

 

＜古田委員退席＞ 

 

議 長      それでは事務局より説明願います。 

 

事務局      番号３、春日台４丁目の畑 1 筆、１０,８６０㎡を１０年間の使

用借権設定です。場所は、三沢商業高校から南に約６００ｍにあり

ます。 

   以上です。 

 

議 長      これより質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 
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質  疑  な  し 

 

議 長       質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第２号番号３は、原

案のとおり 三沢市長に対し 要請いたします。 

 

議 長       審議が終了しましたので、１２番 古田 武信 君の出席を認

めます。 

 

＜古田委員出席＞ 

 

議 長       続いて番号４から７までの審議に入ります。 

事務局より説明願います。 

 

 

事務局       番号４から７まで、字淋代平から字堀口までの田と畑７筆、３

２,０４６㎡を１０年間の賃貸借権設定です。場所については別

添地図をご覧ください。淋代平地区から字堀口までの地域が対象

となります。 

現地確認については立崎委員、浦田委員、赤沼推進委員同行の

もと、確認済みです。 

以上です。 

 

議 長       それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 

質  疑  な  し 

  

 

議 長       質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第２号、番号４から

７まで原案のとおり決定し、三沢市長に対し報告いたします。 

 

議 長        次に、議案３号農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員

会の許可について議題とします。 

事務局より説明願います。 

 

事務局          それでは８ページをお開き願います。 
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議案第３号、農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の

許可について、ご説明いたします。資料と併せてごらんください。 

番号１～３番、塩釜地区、庭構の畑１筆田２筆、合計５，８２

０㎡を親子間の贈与による所有権移転の申請です。 

譲受人を審査した結果、耕作面積は５，８２０㎡すべて耕作さ

れており、労働力については、申請者を含め３名です。 

場所はそれぞれ、塩釜集会所から南南西に約５００ｍに畑、西南

西に約６００ｍのところに田があります。 

 

番号４番、根井地区の畑１筆、６，９２７㎡を、知人間の売買

による所有権移転の申請です。 

譲受人を審査した結果、耕作面積１１，０７３㎡すべて耕作さ

れており、労働力については、申請者を含めて２名です。 

場所は根井集会所から北北西に約５００ｍです。 

 

 番号５番は織笠地区周辺における営農型発電設備の下部にお

ける耕作を目的とした、田１筆、面積２，０６２㎡、期間２０年

の使用貸借の申請です。 

譲受人は、北海道の法人農家です。審査したところ、北海道で

の耕作面積は２１,５１６㎡で、三沢市での借入面積は、１２０，

６０３㎡です。 

 借入後は、原木シイタケの栽培を予定しており、山梨の業者

より指導を受け栽培するとのことです。 

 

番号６は、番号５の農地で、営農型発電設備の上空部の利用権

である区分地上権について、１０年間の賃貸借の申請です。 

こちらは区分地上権の申請となりますので、農地法第３条の確

認要件のうち、賃借人等権利者への確認が要件になります。 

譲受人は北海道の太陽光発電事業者です。審査したところ、賃

借人の同意を得ており、また改良区からの意見書も提出済である

ことから問題は無いものと考えます。 

 

また、３条による「区分地上権」の許可は、５条の許可と同時

に行うこととなっていますので、番号６については、議案第４号、

農地法第５条の一時転用が許可の場合は「許可」、不許可の場合

は、「不許可」となります。 
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いずれの申請についても周辺農地への影響はないものと考えら

れます。  

現地確認については、立崎委員、浦田委員、赤沼推進委員同行

のもと終了しています。 

以上です。 

 

議 長         これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長            質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第３号は原案のとお

り許可することに決定いたします。 

 

議 長       次に、議案第４号農地転用許可申請に係る意見について議題と

します。 

事務局より説明願います。 

 

事務局      それでは９ページをお開きください。 

議案第４号、農地転用許可申請に係る意見についてご説明いたし

ます。 

４条申請の番号１について、議案第４号資料①と合わせてご覧く

ださい。 

申請人は、岡三沢２丁目の農家の方です。 

対象となる土地は、下久保１丁目の畑、１筆 ９９１㎡です。 

場所は、市役所から南西に９００ｍに位置し、第１種中高層住居専

用地域の用途地域が設定された住宅地密集地です。 

農地区分は、第３種農地であり、権利区分は自己所有地の転用です。 

転用目的は、貸し駐車場として、駐車台数は４４台、砕石舗装整備

です。 

事業費は、総額４３７万円で、全額自己資金での対応となります。 

周辺農地への対策として、雨水については、砕石舗装による敷地

内透処理するため、となりの自己所有の農地への影響はないと考え

ます。 

以上のことから、土地利用計画からみた事業規模の妥当性、周辺

農地への影響及び事業実施の確実性から、許可相当と判断されます。 
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現地確認については、浦田委員・立崎委員・赤沼推進委員により、

完了しております。 

続いて５条申請の番号１について、議案第４号資料②と合わせて

ご覧ください。 

譲受人は、北海道札幌市の太陽光発電事業者です。 

譲渡人は、六川目１丁目の農家の方です。 

場所は、市役所から北北東へ約１２ｋｍ、織笠町内と新森町内の

間に位置する字庭構の田、一筆です。 

転用目的は、営農型太陽光発電設備を設置する支柱部分の一時転

用で１０年間の賃貸借権設定となります。 

農地区分は、農用地区域内農地でありますが、太陽光発電施設下

部で適切な営農を行う場合であれば、不許可の例外として一時転用

許可が認められます。 

太陽光パネルの下部では、原木しいたけを栽培する計画となってお

り、３条でご説明した北海道江差町で認定農業者の取得している法

人が耕作します。 

一時転用面積は、架台杭及び引込柱の約２㎡となります。 

太陽光パネルは、１箇所あたりパネル２１６枚、発電出力は４９.

５ｋｗとなっております。 

事業費１０６０万円で、全額自己資金での対応となります。 

提出書類について確認した結果、事業規模の妥当性、周辺農地への

影響がないことや事業実施の確実性から、許可相当と判断します。 

現地確認については、浦田委員・立崎委員・赤沼推進委員により、

完了しております。 

番号２について、議案第４号資料③と合わせてご覧ください。 

譲受人は、字前平の会社役員の方です。 

譲渡人は、栄町１丁目の無職の方です。 

対象となる土地は、松原２丁目の田、１筆の８４８㎡です。 

場所は、三沢市役所から南へ２ｋｍ、三沢高校野球部グラウンド

の西側に位置し、周辺は、、住宅、農地が混在する地域です。 

農地区分は、第２種農地でありますが、代替地の検討もされてお

り、やむを得ないものと認めらます。 

権利区分については、売買による所有権の移転です。 

転用目的は、宅地で、木造２階建のアパート１棟の建築で、建築

面積は３２１.０９㎡です。 

事業費は、総額１億２０００万円で、全額自己資金での対応とな
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ります。 

周辺農地への対策として、生活雑排水については、下水道に接続

し処理し、雨水については、敷地内に集水桝を整備し処理するため、

周辺農地への影響はないと考えます。 

以上のことから、土地利用計画からみた事業規模の妥当性、周辺

農地への影響及び事業実施の確実性から、許可相当と判断されます。 

現地確認については、浦田委員・立崎委員・赤沼推進委員により、

完了しております。 

以上であります。 

 

議 長         これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長           質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第４号は委員会の意見

を付して、青森県知事に送付いたします。 

 

議 長       次に、議案第５号農地の現況照会に伴う農地・非農地の判定に

について議題とします。 

事務局より説明願います。 

 

事務局      それでは １０ ページをお開きください。 

議案第５号農地の現況照会に伴う農地・非農地の判定についてご

説明いたします。 

議案第５号資料と合わせてご覧ください。 

案件は、２件です。 

番号１は、所在地は岡三沢８丁目の畑、面積４６１㎡です。 

 場所は、平畑温泉東側の住宅地であります。 

 農地区分は、３種農地（用途地域内の農地）です。 

 当該地は、現況を確認したところ、長年、隣接する住宅の通路や

庭と使用されており、周囲の状況や面積から見て、その土地を農地

に復元しても継続して利用される見込みがないことから、農地法第

２条第１項に規定する「農地及び採草放牧地に該当しない」にあた

るため、非農地と判定するものであります。 

続きまして番号２は、所在地は字堀口の畑、面積は８８１㎡です。 

 場所は、きざん三沢の南側となります。 
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 農地区分は、３種農地（用途地域内の農地）です。 

 当該地は、森林の様相を呈しており、農地に復元するための物理

的な条件整備が著しく困難であることや周囲の状況から見て、今後

も農地として利用される見込みがないことから、農地法第２条第１

項に規定する「農地及び採草放牧地に該当しない」にあたるため、

非農地と判定するものであります。 

 

 なお、現地確認につきましては、浦田委員・立崎委員・赤沼推進

委員により、１０月４日に完了しております。 

以上でございます。 

 

議 長         これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長     質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第５号は承認することに

決定いたします。 

 

 

  

 

≪全議案終了≫ 

 

議 長        以上で、全議案の審議は終了となりましたので、三沢市農業委

員会第７７９回総会を閉会いたします。 

皆様のご協力、ありがとうございました。 




